
は
じ
め
に

　

資
格
制
度
化
以
前
の

は
、
医
療
の
専
門
家
以
外
に
宗
教
者
か
ら
庶
民
ま
で
広

く
普
及
し
て
い
た
医
療
技
術
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
民
俗
調
査
に
お
い
て
民
間
療

法
や
俗
信
、
年
中
行
事
な
ど
、
様
々
な
事
例
が
採
集
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
ら
は
調
査
報
告
書
に
事
例
が
記
載
さ
れ
る
の
み
で
あ

り
、
各
項
目
や
地
域
、
時
代
別
の
分
析
が
十
分
に
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い

状
況
で
あ
る
。

　

本
研
究
は
、

と
い
う
一
つ
の
治
療
技
術
を
通
し
て
日
本
の
民
俗
社
会
に
お
け

る
人
々
の
心
意
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
ま
ず
、

年
中
行
事
に
注
目
し
、
民
俗
調
査
報
告
書
や
自
治
体
史
な
ど
の
既
刊
資
料
に
採
録

さ
れ
た

の
年
中
行
事
の
事
例
を
収
集
し
、
期
日
別
分
布
と
実
施
内
容
の
地
域
別

の
年
中
行
事
の
分
布
と
地
域
差

│
│
二
十
日

と
二
日

を
中
心
に
│
│

舟

木

宏

直

論　

文
　

民
俗
学
に
お
い
て
同
質
的
に
扱
わ
れ
て
き
た

の
年
中
行
事
に
つ
い
て
、

代
表
的
な
二
十
日

と
二
日

を
事
例
に
行
事
の
分
布
と
性
質
の
異
同
に
つ

い
て
改
め
て
検
討
し
た
。
二
十
日

は
東
日
本
に
、
二
日

は
西
日
本
に
分

布
し
、
東
西
対
立
構
造
を
呈
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
二
日

に
つ

い
て
は
、
二
月
二
日
単
日
実
施
地
域
と
二
月
と
八
月
の
両
日
実
施
地
域
の
間

に
周
圏
構
造
的
分
布
が
成
立
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
行
事
の
性
質
の

比
較
か
ら
二
十
日

は
、

に
よ
る
熱
刺
激
よ
り
も
煙
で
燻
す
こ
と
が
目
的

と
さ
れ
、
囲
炉
裏
や
自
在
鉤
、
敷
居
や
戸
口
に
も
す
え
て
い
る
こ
と
か
ら
呪

術
的
要
素
が
強
い
行
事
で
あ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。
一
方
、
二
日

は
、
直
接
的
な
施

行
為
が
主
で
あ
り
、
日
程
的
に
出
替
り
日
と
の
関
連
が

指
摘
で
き
る
こ
と
か
ら
、
養
生
的
要
素
が
強
い
行
事
で
あ
る
可
能
性
が
考
え

ら
れ
た
。
そ
し
て
、
日
程
や
内
容
の
分
析
か
ら
両
行
事
が
異
質
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド　
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特
徴
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
地
域
的
差
異
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

各
地
域
の
事
例
は
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
て
閲
覧
可

能
な
昭
和
か
ら
平
成
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
書
籍
を
中
心
に
収
集
し
た
。
分
析
対

象
と
な
っ
た
資
料
は
、
自
治
体
史
・
郷
土
史
計
一
一
一
冊
、
民
俗
・
文
化
財
調
査

報
告
書
計
九
四
冊
、
民
俗
地
図
計
三
冊
、
民
俗
学
関
連
書
籍
計
三
二
冊
、
そ
の
他

二
冊
の
合
計
二
四
二
冊
と
学
術
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
論
文
・
調
査
報
告
計
二

五
本
に
採
録
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
。
調
査
時
に
は
、
す
で
に

を
す
え
る
行
為
が

衰
退
し
て
い
た
事
例
も
あ
っ
た
が
、
分
布
や
行
事
の
内
容
を
分
析
す
る
上
で
有
効

な
資
料
と
考
え
ら
れ
た
た
め
採
用
し
た
。
ま
た
、
新
暦
・
旧
暦
の
区
別
の
つ
か
な

い
事
例
が
多
か
っ
た
が
資
料
内
の
記
述
の
ま
ま
分
析
に
用
い
た
。
収
集
し
た
事
例

の
う
ち
、
町
村
名
以
下
の
特
定
が
可
能
で
あ
っ
た
四
五
九
地
域
の
事
例
を
分
析
し

た
。

　

こ
れ
ま
で
、

の
年
中
行
事
の
分
布
を
主
軸
に
扱
っ
た
研
究
は
少
な
い
。
都
道

府
県
単
位
の
分
布
に
つ
い
て
は
、『
山
形
県
民
俗
地
図
』
に
「

の
名
称
と
行
事

内
容
」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
、
一
月
二
〇
日
の

の
行
事
の
分
布
と
内
容
が
民
俗

地
図
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
書
で
は
、
民
俗
地
図
の
作

成
に
留
ま
り
、
分
布
の
地
理
的
検
討
や
地
域
間
の
行
事
の
内
容
の
比
較
に
つ
い
て

は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
後
世
の
研
究
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
た
形
跡
は
認
め
な

い
。
全
国
的
な
分
布
に
つ
い
て
は
、
柳
田
国
男
に
よ
る
習
俗
語
彙
研
究
と
高
橋
永

寿
に
よ
る

の
年
中
行
事
の
資
料
集
成
が
参
考
と
な
る
。
柳
田
国
男
編
『
歳
時
習

俗
語
彙
』
に
は
、「
二
日

」
の
項
目
が
設
け
ら
れ
、
東
北
地
方
か
ら
九
州
地
方

ま
で
広
く
分
布
し
た
各
地
の

の
行
事
の
名
称
と
そ
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
鍼

師
の
高
橋
永
寿
は
、
民
俗
調
査
報
告
書
や
自
治
体
史
に
採
録
さ

れ
た

の
行
事
の
記
述
を
都
府
県
別
に
整
理
し
、
雑
誌
『
医
道
の
日
本
』
に
投
稿

し
て
い
る
。
柳
田
や
高
橋
の
研
究
を
参
照
す
る
と
、
北
海
道
と
沖
縄
を
除
く
地
域

に

の
行
事
が
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
、
柳
田
の
『
歳
時

習
俗
語
彙
』
や
高
橋
の
報
告
は
、

の
年
中
行
事
に
つ
い
て
網
羅
的
に
資
料
を
収

集
し
て
い
る
た
め
、
全
国
の
分
布
を
知
る
上
で
有
用
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
両
者
の
報
告
は
お
お
よ
そ
の
全
国
分
布
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
る

が
、
期
日
別
分
布
や
日
程
の
異
な
る
行
事
の
内
容
の
比
較
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
地

域
的
差
異
を
示
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
柳
田
は
『
歳
時
習
俗
語
彙
』
の
「
二
日

」
の
項
目
に
お
い
て
「
二
月

二
日
を
炙
の
日
と
す
る
風
は
全
国
的

4

4

4

（
傍
点
筆
者
）」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

二
日

を
全
国
的
と
す
る
の
は
、
柳
田
以
外
の
民
俗
学
者
の
著
書
中
に
も
認
め
ら

れ
る
。
宮
田
登
・
萩
原
秀
三
郎
著
『
催
事
百
話
』
に
は
「
こ
の
日
に
お

を
す
え

れ
ば
、
一
年
中
病
気
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
俗
信
は
全
国
的
ら
し
い
。」
と
あ

る
。
さ
ら
に
、『
日
本
民
俗
文
化
財
事
典
』
に
は
、
二
月
二
日
に

を
す
え
る
の

が
全
国
的
で
あ
る
と
の
記
述
と
共
に
、「

す
え
の
日
は
年
に
二
度
あ
る
の
が
普

通
で
、
二
月
と
八
月
の
二
日
に
す
え
る
例
が
多
い
」
と
あ
る
。『
年
中
行
事
大
辞

典
』
に
も
二
日

は
二
月
と
八
月
の
二
日
に
行
う
と
の
記
載
が
み
え
る
。『
日
本

民
俗
大
辞
典
』
の
「

す
え
日
」
に
は
、
旧
暦
の
二
月
と
八
月
の
二
日
に

を
す

え
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
民
俗
学
に
お
い

て
は
、
二
日

が
全
国
的
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
二
日

は
、

二
月
と
八
月
の
二
日
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

一
方
、
高
橋
の
論
文
に
み
ら
れ
る
「
二
十
日

」
と
は
、『
歳
時
習
俗
語
彙
』
に

よ
る
と
福
島
県
で
正
月
二
〇
日
に
行
わ
れ
る
行
事
や
広
島
県
倉
橋
島
の
毎
月
二
〇

(
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日
の

す
え
日
の
こ
と
で
あ
り
、『
群
馬
県
史
』
に
よ
る
と
正
月
二
〇
日
の

を

す
え
る
風
習
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
二
十
日

に
つ
い
て
『
年
中
行
事
辞
典
』

の
「
二
十
日
正
月
」
の
項
目
に
は
、
二
〇
日
に

を
す
え
る
地
域
も
あ
る
が
、
普

通
は
二
月
二
日
を

す
え
の
日
と
し
て
い
る
と
の
記
載
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
主
軸

は
二
日

と
さ
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
二
日

が
全
国
的
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
『
歳
時
習
俗
語
彙
』
に

は
、
二
日

以
外
に
男
鹿
地
方
の
「
ヤ
イ
ヒ
ゾ
メ
」
は
正
月
二
〇
日
に
、
島
原
半

島
の
千
々
岩
の
「
キ
ュ
ウ
ス
エ
ビ
」
は
二
月
二
日
と
五
月
二
日
、
八
戸
地
方
の

「
キ
ウ
ヒ
マ
チ
」
は
春
の
地
土
用
、
庄
内
地
方
の
「
サ
ラ
キ
ウ
」
は
新
暦
二
月
六

日
が
実
施
日
と
な
っ
て
お
り
、
地
域
に
よ
っ
て
行
事
の
日
程
が
異
な
っ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
二
日

が
全
国
的
な
行
事
で
あ
る
と
は
言
い
難

い
も
の
考
え
る
。
ま
た
、
行
事
の
内
容
に
注
目
す
る
と
、
長
門
大
島
の
「
ヤ
イ
ト

ビ
」
に
は
、

で
泣
く
子
供
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、「
ヤ
イ
ヒ
ゾ

メ
」
や
「
サ
ラ
キ
ウ
」
に
は
、
施

の
際
に
皿
を
介
在
物
と
し
て
用
い
、
ま
た
、

神
様
や
囲
炉
裏
の
自
在
鉤
に
対
す
る
行
為
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
事

の
内
容
に
は
、
地
域
的
差
異
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

の
年
中
行
事
間
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
長
沢
利
明
の
論
考
が
あ
る
。
長
沢

は
、
土
用
の
丑
の
日
の
焙
烙

の
調
査
報
告
の
中
で
、
焙
烙

の
起
源
に
つ
い

て
、
旧
暦
八
月
二
日
の
二
日

が
太
陽
暦
へ
の
置
き
換
え
で
は
土
用
の
丑
の
日
近

く
に
位
置
す
る
た
め
、
焙
烙

の
起
源
が
二
日

に
あ
る
と
考
察
し
て
い
る
。
ま

た
、
一
月
二
〇
日
の

の
行
事
に
は
皿
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
焙
烙

と

同
様
に
二
月
二
日
の
二
日

が
置
き
換
わ
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

　

以
上
、
先
行
研
究
を
概
観
し
て
み
る
と
、

の
行
事
は
全
国
的
に
分
布
し
て
い

る
が
、
地
域
的
差
異
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
そ
し

て
、
そ
の
様
な
状
況
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
日

が
全
国
に
分
布
し
、
他

日
の

の
行
事
は
二
日

の
派
生
系
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
本

稿
で
は
、
改
め
て
各
地
の

の
行
事
の
期
日
別
分
布
と
内
容
を
分
析
し
、
そ
の
異

同
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
ま
で
の
民
俗
学
に
お
け
る

の
行
事
の
認
識
に
対
す
る

見
直
し
を
行
う
。

第
一
章　

全
国
の

の
行
事
の
期
日
別
分
布

　

表
1
は
、
資
料
中
に
認
め
ら
れ
た

の
行
事
日
を
地
方
別
に
集
計
し
た
も
の
で

あ
る
。

　

最
も
多
く
の
地
域
で
行
事
日
に
採
用
さ
れ
て
い
た
の
は
、
一
月
二
〇
日
で
あ

る
。
四
五
九
地
域
中
一
九
七
地
域
で
こ
の
日
を
行
事
日
と
し
て
い
た
。
他
日
と
の

組
合
せ
が
あ
る
新
潟
県
や
秋
田
県
の
事
例
と
毎
月
二
〇
日
に
実
施
さ
れ
た
茨
城
県

や
長
野
県
、
広
島
県
の
事
例
、
月
後
れ
の
二
月
二
〇
日
実
施
の
事
例
を
含
め
る
と

二
〇
八
地
域
が
こ
の
日
を
行
事
日
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
地
方
別
に
み
る

と
、
東
北
地
方
が
一
一
二
地
域
（
五
三
・
八
％
）
で
あ
り
、
次
い
で
中
部
地
方
が

四
六
地
域
（
二
二
・
一
％
）、
関
東
地
方
が
二
七
地
域
（
一
二
・
九
％
）
と
な

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
東
日
本
、
特
に
関
東
地
方
以
北
で
は
、
一
月
二
〇
日
が
行

事
日
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
次
い
で
多
い
の
は
、

二
月
二
日
の
一
二
一
地
域
で
あ
っ
た
。
二
月
二
日
の

は
、
前
述
の
通
り
二
日

で
あ
る
。
二
日

は
、
二
月
二
日
単
日
ま
た
は
二
月
と
八
月
二
日
の
両
日
が
行
事

日
と
な
る
。
期
日
別
分
類
の
際
に
八
月
二
日
単
日
の
地
域
が
七
地
域
認
め
ら
れ
た

が
、
こ
れ
は
二
月
と
八
月
の
二
日
に
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
か
ら
二
月
実
施
が
欠
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(
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表 1　 の行事の期日（地方別集計）

1 月 2 日 1 月 6 日 1 月 7 日 1 月14日 1 月15日 1 月16日 1 月20日 1 月22日 1 月 7 日
1 月20日

1 月16日
1 月20日

1 月16日
7 月16日
冬至

東 北 0 5 0 0 0 0 111 1 0 1 0
関 東 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 1
中 部 1 0 2 0 2 0 39 0 1 0 0
近 畿 1 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0
中 国 0 0 0 0 2 0 12 0 0 0 0
四 国 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
九 州 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

期日別合計 2 5 3 3 5 1 197 1 1 1 1

2 月 1 日 2 月 2 日 2 月 4 日 2 月 8 日 2月20日 2 月 2 日
2 月 4 日

2 月の
丑の日

2月 2日
土用

2月 2日
8月 2日

2月 2日
9月 2日

東 北 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
関 東 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0
中 部 0 12 0 0 6 0 0 0 2 0
近 畿 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0
中 国 2 33 0 0 0 0 0 0 7 1
四 国 0 27 0 0 0 0 0 1 5 0
九 州 0 35 0 0 0 0 1 0 20 3

期日別合計 7 121 1 1 6 1 1 1 34 4

3 月 2 日 3 月 3 日 3 月 4 日 3 月 4 日
5 月 6日

3月 4日
8月 2日

3月 4日
8月20日

3 月 5 日
9 月中旬

5月
節句 6月 1日 6月 2日 6月 6日

東 北 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
関 東 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
中 部 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
近 畿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中 国 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
四 国 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
九 州 2 0 2 1 1 0 1 0 0 1 0

期日別合計 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1

7 月 1 日 8 月 2 日 8 月15日 毎月 1日 毎月20日 毎月 1日
毎月18日

トンド
左義長 初午 節分 春彼岸 夏土用

東 北 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
関 東 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
中 部 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 6
近 畿 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
中 国 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2
四 国 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
九 州 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3

期日別合計 1 7 1 2 3 1 4 1 1 2 12
「か・つか」
の日

「三」「巳」
「未」の日

「未」の日
6月 1日 二十三夜 八十八夜 大安 総 数

東 北 1 0 0 0 0 0 122
関 東 0 0 0 0 0 0 39
中 部 3 3 1 1 1 1 89
近 畿 0 0 0 0 0 0 24
中 国 0 0 0 0 0 0 64
四 国 0 0 0 0 0 0 45
九 州 0 1 0 0 0 0 76

期日別合計 4 4 1 1 1 1 459
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落
し
た
も
の
と
考
え
る
。
二
月
二
日
や
八
月
二
日
の
単
日
と
二
月
と
八
月
の
両
日

実
施
地
域
を
二
日

と
み
な
す
と
、
総
数
は
一
六
二
地
域
と
な
る
。
さ
ら
に
、
二

十
日

同
様
に
月
遅
れ
の
三
月
や
九
月
二
日
、
他
日
と
の
組
合
せ
が
あ
る
も
の
を

含
め
る
と
、
一
七
一
地
域
が
こ
の
日
を
行
事
日
と
し
て
採
用
し
て
い
た
こ
と
と
な

る
。
こ
れ
ら
を
地
方
別
に
み
る
と
九
州
地
方
が
六
二
地
域
（
三
六
・
二
％
）
で
あ

り
、
次
い
で
中
国
地
方
が
四
二
地
域
（
二
四
・
五
％
）、
四
国
地
方
が
三
八
地
域

（
二
二
・
二
％
）
と
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
部
地
方
以
西
で
は
、
主
に
二
日

が
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
八
月
二
日
に
二
日

を

行
う
地
域
は
西
日
本
で
も
中
国
地
方
や
四
国
地
方
、
九
州
地
方
に
分
布
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
東
日
本
に
は
二
十
日

が
、
西
日
本
に
は
二
日

が
分

布
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
従
来
の
民
俗
学
書
籍
中
に
み
ら
れ
た
「
二

日

が
全
国
的
で
あ
る
」
と
の
認
識
は
、
改
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き

た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
二
日

に
つ
い
て
は
二
月
と
八
月
の
二
日
に
実
施
す
る
こ

と
が
一
般
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
多
く
の
地
域
が
二
月
二
日
単
日
実

施
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
八
月
の
実
施
は
限
定
的
で
あ
り
、
二
日

の
主
体
は
二

月
二
日
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

第
二
章　

二
十
日

と
二
日

の
各
地
方
別
分
布
の
特
徴

　

二
十
日

と
二
日

に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
分
布
地
域
を
確
認
す
る
た
め
に

民
俗
分
布
図
を
作
成
し
た
（
図
1
）。
な
お
、
二
十
日

は
一
月
二
〇
日
以
外
に

月
後
れ
や
毎
月
二
〇
日
実
施
を
含
む
二
〇
八
地
域
を
、
二
日

は
二
月
二
日
や
八

月
二
日
お
よ
び
両
日
実
施
以
外
に
月
後
れ
や
、
他
日
と
の
組
合
せ
が
あ
る
場
合
は

二十日灸と二日灸の分布二十日灸と二日灸の分布

【二十日灸】

【二日灸】

1月20日
2月20日
1月 7日・1月20日
1月16日・1月20日
毎月20日

2月2日
3月2日
2月2日・2月4日
2月2日・8月2日
2月2日・9月2日
3月4日・8月2日
2月2日・土用
8月2日

図 1　二十日 と二日 の分布
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年
二
回
実
施
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
二
日

に
対
応
し
て
い
る
も
の
を
含
む
一
七
一

地
域
を
分
析
に
用
い
た
。

（
一
）　

東
北
地
方
の
二
十
日

と
二
日

の
分
布

　

二
十
日

は
、
東
北
地
方
の
全
域
に
認
め
ら
れ
た
。
特
に
、
秋
田
県
南
部
と
山

形
県
北
部
、
宮
城
県
西
部
は
、
多
く
の
記
録
が
認
め
ら
れ
た
。
秋
田
県
に
お
け
る

分
布
は
、
沿
岸
部
よ
り
も
秋
田
平
野
か
ら
横
手
盆
地
に
か
け
て
の
山
沿
い
地
域
に

多
く
認
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
山
形
県
に
お
け
る
分
布
は
県
北
部
の
庄
内
地

域
や
最
上
地
域
に
集
中
し
て
い
た
。
村
上
地
域
で
は
、
庄
内
地
域
や
最
上
地
域
と

隣
接
す
る
村
山
市
、
尾
花
沢
市
、
北
村
山
郡
大
石
田
町
、
西
村
山
郡
西
川
町
に
認

め
ら
れ
た
。
置
賜
地
域
は
、
東
置
賜
郡
川
西
町
と
西
置
賜
郡
小
国
町
の
二
地
域
の

み
に
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
平
野
部
山
間
部
問
わ
ず
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
宮
城
県
の
分
布
は
、
沿
岸
部
よ
り
も
県
西
部
の
山
沿
い
の
地
域
に
集
中

し
て
い
た
。

　

一
方
、
二
日

実
施
地
域
は
、
宮
城
県
角
田
市
の
み
で
あ
っ
た
。
市
町
村
以
下

の
地
域
の
特
定
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
地
図
上
に
は
印
し
て
い
な
い
が
、
青
森
県

十
三
湖
畔
と
岩
手
県
陸
前
高
田
市
に
は
二
日

の
記
録
が
認
め
ら
れ
た
。

（
二
）　

関
東
地
方
の
二
十
日

と
二
日

の
分
布

　

二
十
日

は
、
関
東
地
方
北
部
を
中
心
に
分
布
が
認
め
ら
れ
た
。
特
に
、
群
馬

県
の
伊
勢
崎
・
太
田
地
区
と
そ
の
周
囲
に
分
布
が
集
中
し
て
い
た
。
栃
木
県
で

は
、
群
馬
県
の
伊
勢
崎
・
太
田
地
区
に
隣
接
す
る
足
利
市
と
佐
野
市
に
分
布
が
認

め
ら
れ
た
。
茨
城
県
で
は
、
霞
ヶ
浦
の
周
囲
に
分
布
が
集
中
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
た
。
関
東
地
方
南
部
で
は
、
埼
玉
県
深
谷
市
、
千
葉
県
の
佐
原
市
と
香
取
市
に

分
布
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
千
葉
県
柏
市
戸
張
地
区
で
は
、
一
月
二
〇
日
に
草

餅
を
食
べ
る
と
「
一
年
中

を
し
な
い
で
い
ら
れ
る
」
と
の
記
録
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
二
十
日

に
対
す
る
認
識
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
埼
玉
県
や
千
葉

県
の
二
十
日

実
施
地
域
は
、
い
ず
れ
も
群
馬
県
や
茨
城
県
と
利
根
川
を
挟
ん
だ

対
岸
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
地
域
の
二
十
日

は
利
根
川
以
北
の
影

響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
他
、
東
京
都
の
御
蔵
島
の
行
事
日
も
一
月

二
〇
日
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
二
日

に
つ
い
て
は
、
東
京
都
江
戸
川
区
小
岩
や
西
多
摩
郡
奥
多
摩

町
、
千
葉
県
佐
倉
市
や
君
津
市
と
い
っ
た
関
東
地
方
南
部
に
分
布
が
確
認
さ
れ

た
。

（
三
）　

中
部
地
方
の
二
十
日

と
二
日

の
分
布

　

中
部
地
方
の
分
布
は
、
日
本
海
側
と
太
平
洋
側
で
異
な
っ
て
い
た
。
日
本
海
側

の
二
十
日

の
分
布
を
確
認
す
る
と
、
新
潟
県
で
は
、
山
形
県
と
の
県
境
に
位
置

す
る
下
越
地
方
の
岩
船
地
域
に
分
布
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
下
越
地
方
の
五
泉

地
域
か
ら
中
越
の
十
日
町
地
域
、
南
魚
沼
地
域
の
東
頸
城
丘
陵
か
ら
魚
沼
丘
陵
に

か
け
て
も
分
布
が
認
め
ら
れ
た
。
新
潟
県
の
特
徴
と
し
て
平
野
部
よ
り
も
、
山
沿

い
ま
た
は
山
間
部
の
地
域
に
分
布
が
集
中
し
て
い
た
。
一
方
で
、
上
越
地
方
は
、

妙
高
市
の
み
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
他
、
富
山
県
と
石
川
県
に
若
干
の
分
布
が
確

認
で
き
た
。

　

一
方
、
日
本
海
側
の
二
日

は
、
新
潟
県
新
発
田
市
の
み
に
分
布
が
認
め
ら
れ

た
。
東
北
地
方
か
ら
続
く
日
本
海
側
の
二
十
日

の
分
布
は
、
新
発
田
市
で
一
度

(

11(

(

12(

(

13(

(

14(
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途
切
れ
る
が
、
石
川
県
ま
で
は
概
ね
二
十
日

の
分
布
域
と
な
り
、
福
井
県
か
ら

は
再
度
二
日

の
分
布
に
変
わ
り
、
日
本
海
側
の
二
十
日

と
二
日

の
分
布
境

界
が
こ
の
辺
り
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
日
本
海
側
で
も
島

嶼
部
は
特
徴
的
で
あ
る
。
粟
島
は
、
二
十
日

の
分
布
が
確
認
さ
れ
た
が
、
佐
渡

ヶ
島
は
二
日

の
分
布
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。

　

太
平
洋
側
で
は
、
二
十
日

の
記
録
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方
で
愛
知
県

に
は
二
日

が
分
布
し
て
い
た
。
ま
た
、
静
岡
県
に
つ
い
て
は
、『
日
本
の
民
俗

22　

静
岡
』
や
『
静
岡
県
安
倍
郡
誌
』
に
二
日

の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
二
日

分
布
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　

内
陸
部
に
つ
い
て
は
、
長
野
県
の
北
信
地
方
の
下
水
内
郡
栄
村
堺
と
南
信
地
方

の
下
伊
那
郡
天
龍
村
神
原
の
二
地
域
で
一
月
二
〇
日
の
二
十
日

の
記
録
が
認
め

ら
れ
、
安
曇
野
市
明
科
東
川
手
柏
尾
で
は
毎
月
二
〇
日
が

す
え
の
日
と
さ
れ
て

い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
長
野
県
は
二
十
日

分
布
域
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か

し
、
表
1
に
み
ら
れ
た
「
か
」
の
付
く
日
や
「
巳
」「
未
」「
三
」
の
付
く
日
、
二

十
三
夜
、
八
十
八
夜
、
大
安
な
ど
は
主
に
長
野
県
と
岐
阜
県
の
記
録
で
あ
る
た

め
、
両
県
は
特
殊
な
地
域
と
考
え
ら
れ
た
。

　

一
方
、
松
本
市
の
旧
今
井
村
で
は
二
日

が
行
わ
れ
て
い
た
。
山
梨
県
の
分
布

は
、
地
図
上
に
印
し
て
い
な
い
が
、『
甲
州
年
中
行
事
』
に
「
寒
い
う
ち
は
、

は
す
え
て
は
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
正
月
二
十
日
に
は

を
す
え
る
も

の
」
と
の
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
は
二
十
日

を
実
施
し
て
い
た
地
域

が
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

（
四
）　

近
畿
地
方
の
二
十
日

と
二
日

の
分
布

　

二
十
日

が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
日
本
海
側
の
京
都
府
京
丹
後
市
網
野
町
郷
と

太
平
洋
側
の
和
歌
山
県
有
田
郡
有
田
川
町
金
屋
の
二
地
域
の
み
で
あ
る
。

　

そ
の
他
の
地
域
に
は
、
二
日

が
分
布
し
て
い
た
。
京
都
府
宮
津
市
上
世
屋
で

は
、
正
月
二
日
に

の
行
事
を
実
施
し
て
い
た
が
「
二
日
ヤ
イ
ト
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
二
日

が
一
カ
月
早
く
実
施
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

た
。

　

一
方
、
大
阪
府
と
三
重
県
で
は
、
両
行
事
と
も
資
料
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
大
阪
府
能
勢
郡
能
勢
町
宿
野
で
は
、
一
月
二
〇
日
を
骨
正
月
と
呼
び

「
こ
の
日
ヤ
イ
ト
を
し
て
は
な
ら
ぬ
」
日
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
一
月
二
〇
日

に

を
行
う
こ
と
へ
の
認
識
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

（
五
）　

中
国
地
方
の
二
十
日

と
二
日

の
分
布

　

二
十
日

の
分
布
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
鳥
取
県
と
島
根
県
の
県
境
か
ら
山
間

部
の
地
域
で
あ
る
。
ま
た
、
広
島
県
の
倉
橋
島
は
、
毎
月
二
〇
日
を
行
事
日
と
し

て
い
た
。

　

そ
の
他
の
地
域
に
は
、
二
日

が
分
布
し
て
い
た
。
鳥
取
県
東
部
の
八
頭
郡
や

岡
山
県
の
美
作
地
方
や
備
中
地
方
に
は
二
日

が
分
布
し
て
い
た
が
、
備
前
地
方

に
は
二
日

の
分
布
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
中
国
地
方
の
二

日

の
分
布
の
特
徴
と
し
て
、
瀬
戸
内
周
辺
の
地
域
で
は
、
二
月
二
日
単
日
実
施

地
域
の
他
に
二
月
と
八
月
の
両
日
実
施
地
域
の
出
現
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

島
嶼
部
で
は
、
島
根
県
隠
岐
諸
島
が
二
日

の
分
布
と
な
っ
て
い
た
。
山
口
県

の
周
防
大
島
で
は
、
久
賀
が
二
月
二
日
の
み
の
実
施
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
長
門
大

(
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島
は
、
二
月
と
八
月
の
両
日
実
施
地
域
で
あ
っ
た
。
中
国
地
方
は
、
日
本
海
側
の

一
部
地
域
で
二
十
日

が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
二
日

が
広
く
分
布
し
て
い
た
。

ま
た
、
瀬
戸
内
周
辺
で
は
、
二
月
二
日
単
日
の
実
施
に
加
え
、
二
月
と
八
月
の
両

日
実
施
地
域
が
認
め
ら
れ
た
。

（
六
）　

四
国
地
方
の
二
十
日

と
二
日

の
分
布

　

四
国
地
方
は
、
主
に
二
日

の
分
布
域
と
な
っ
て
い
た
が
、
愛
媛
県
の
南
部
と

高
知
県
宿
毛
市
沖
の
島
町
鵜
来
島
に
は
二
十
日

の
分
布
が
確
認
さ
れ
た
。『
愛

媛
県
史
』
に
は
、「
こ
の
日
ヤ
イ
ト
（

）
を
す
え
る
と
よ
く
き
く
と
北
宇
和
郡

日
吉
村
で
は
い
っ
て
お
り
、
南
予
地
方
で
は
ヤ
イ
ト
を
す
え
る
日
で
あ
っ
た
」
と

の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
四
国
地
方
で
も
愛
媛
県
の
南
予
に
限
っ
て
は
二
十
日

の
分
布
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　

一
方
で
二
日

の
分
布
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
の
南
部
と
高
知
県
で
は
二
月
二

日
単
日
の
実
施
が
、
徳
島
県
の
北
部
と
香
川
県
に
お
い
て
は
、
二
月
と
八
月
の
両

日
実
施
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
香
川
県
と
徳
島
県
の
一
部
に
は
、
八
月
二
日
単

日
の
実
施
地
域
が
存
在
し
て
い
た
。

（
七
）　

九
州
地
方
の
二
十
日

と
二
日

の
分
布

　

九
州
地
方
は
、
鹿
児
島
県
大
島
郡
龍
郷
町
浦
と
出
水
郡
長
島
町
に
二
十
日

の

分
布
が
認
め
ら
れ
た
以
外
は
、
二
日

の
分
布
地
域
と
な
っ
て
い
た
。
福
岡
県
と

佐
賀
県
の
吉
野
ケ
里
町
お
よ
び
鳥
栖
市
で
は
、
二
月
二
日
と
八
月
二
日
の
両
日
に

二
日

が
行
わ
れ
て
い
た
。

（
八
）　

二
十
日

と
二
日

の
分
布
の
特
徴

　

日
本
列
島
に
お
け
る
二
十
日

と
二
日

の
分
布
を
整
理
す
る
と
、
ま
ず
東
日

本
の
二
十
日

と
西
日
本
の
二
日

と
い
う
東
西
対
立
構
造
が
確
認
で
き
た
。
両

行
事
の
分
布
境
界
を
図
2
に
示
す
。
太
平
洋
側
は
利
根
川
流
域
を
境
に
二
十
日

と
二
日

の
分
布
域
が
別
れ
て
い
た
。
日
本
海
側
は
石
川
県
と
福
井
県
の
間
、
内

陸
部
は
長
野
県
と
山
梨
県
が
二
十
日

分
布
域
と
な
り
、
太
平
洋
側
は
静
岡
県
と

愛
知
県
が
二
日

分
布
域
と
な
る
た
め
、
こ
の
県
境
が
一
応
の
分
布
境
界
と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
岐
阜
県
に
関
し
て
は
資
料
が
見
つ
か
っ
て
お
ら

ず
、
現
時
点
で
は
ど
ち
ら
の
分
布
域
に
入
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

　

こ
の
他
鳥
取
県
と
島
根
県
の
県
境
か
ら
山
間
部
に
か
け
て
、
愛
媛
県
南
予
地

方
、
鹿
児
島
県
と
東
京
都
の
島
嶼
部
に
二
十
日

の
分
布
が
確
認
さ
れ
た
。
一

方
、
二
日

に
つ
い
て
は
、
隠
岐
諸
島
と
佐
渡
島
、
青
森
県
十
三
湖
畔
や
岩
手
県

陸
前
高
田
市
に
も
分
布
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
両
行
事
と
も
所
謂
「
遠

方
の
一
致
」
の
事
例
が
確
認
さ
れ
た
。

第
三
章　

二
十
日

と
二
日

の
内
容
の
地
域
差

　

表
1
と
図
1
お
よ
び
図
2
か
ら
、
東
日
本
に
二
十
日

が
、
西
日
本
に
二
日

が
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
従
来
、
両
行
事
の
日
程
が
近
い
こ

と
か
ら
同
質
の
行
事
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
冒

頭
で
述
べ
た
よ
う
に
柳
田
と
高
橋
の
報
告
に
記
さ
れ
た
各
地
の
行
事
は
、
日
程
だ

け
で
な
く
内
容
も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
両
行
事
の
内
容
を
分
析
し
、
同
一

の
性
質
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
ま
ず
、
二
十
日

と
二
日

の
性
質
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
示
す
。

(
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二
十
日

【
事
例
一
】　

前
年
に
か
ん
そ
う
さ
せ
て
お
い
た
蓬
の
モ
グ
サ
を
大
皿
に
入
れ
、
家

族
全
員
の
頭
に
の
せ
て

を
す
え
る
。
敷
居
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
す
る
。

秋
田
県
南
秋
田
郡
昭
和
町
（
現　

秋
田
県
潟
上
市
昭
和
地
区
）

【
事
例
二
】　

須
川
で
は
「
ヤ
イ
正
月
」
と
い
う
。
各
地
と
も
こ
の
日
、
ヤ
イ
火

（

）
を
入
口
の
敷
居
・
戸
口
や
炉
縁
・
カ
ギ
ノ
ハ
ナ
（
自
在
鉤
）
に
据
え
る
風

習
が
あ
っ
た
。「
モ
グ
サ
」
は
、
ヨ
モ
ギ
や
山
牛
蒡
の
葉
で
作
る
。

新
潟
県
北
魚
沼
郡
入
広
瀬
（
現　

新
潟
県
魚
沼
市
入
広
瀬
）

二
日

（
二
月
二
日
）

【
事
例
三
】　

早
朝
に
搗
臼
の
上
に
の
ぼ
っ
て
、
カ
ガ
チ
（
す
り
鉢
）
を
頭
に
被
っ

て
、
そ
の
上
か
ら

を
す
え
る
と
、
病
気
を
せ
ぬ
と
い
う
。

島
根
県
簸
川
郡
佐
田
町
（
現　

出
雲
市
佐
田
町
）

【
事
例
四
】　

二
月
二
日
に
フ
ツ
カ
ヤ
イ
ト
と
い
っ
て

を
す
え
る
こ
と
に
し
て
い

た
。
吉
海
町
津
島
で
は
、
肩
二
点
、
腰
一
点
を
す
え
た
と
い
い
、
こ
の
日
に
す
え

れ
ば
よ
く
効
く
と
伯
方
町
北
浦
で
は
伝
え
て
い
る
。

愛
媛
県
今
治
市
吉
海
町
・
伯
方
町

　

各
事
例
の
内
容
に
注
目
す
る
と
、
事
例
一
や
事
例
三
で
は
、
施

時
に
皿
や
す

り
鉢
と
い
た
介
在
物
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
間
接
的
な
施

が
行
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
事
例
一
と
事
例
二
で
は
、
敷
居
・
戸
口
や
囲
炉
裏
・
自
在
鉤
と
い
っ
た
家

(
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(
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(

23(

(

24(

二十日灸と二日灸の分布
─領域図─

二十日灸分布域
二日灸分布域
二日灸分布域
（年2回実施）
境界

図 2　二十日 と二日 の領域図
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屋
空
間
へ
の
施

行
為
が
確
認
で
き
る
。
事
例
四
で
は
、
介
在
物
の
使
用
と
家
屋

空
間
へ
の
施

行
為
と
も
認
め
ら
れ
ず
、
一
方
で
「
肩
二
点
、
腰
二
点
」
と
い
っ

た
具
体
的
な
施
術
部
位
の
記
載
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
二
十
日

と
二
日

の
行
事
の
内
容
に
つ
い
て
、
施

時
の
介
在
物
の
使
用
と
家
屋
空
間
へ
の
施

行
為
の
有
無
に
注
目
し
て
分
布
図
を
作
成
し
、
分
析
を
行
な
っ
た
。

（
一
）　

施

時
の
介
在
物
の
使
用
の
有
無
と
種
類

　

図
3
は
、
施

時
に
介
在
物
を
用
い
た
地
域
と
そ
の
種
類
の
分
布
図
で
あ
る
。

二
十
日

実
施
地
域
で
は
、
五
〇
・
〇
％
（
一
〇
四
件
／
二
〇
八
地
域
）
が
施

時
に
介
在
物
を
使
用
し
て
い
た
。
一
方
、
二
日

実
施
地
域
で
は
、
一
・
一
％

（
二
件
／
一
七
一
地
域
）
で
あ
り
、
介
在
物
の
使
用
は
、
二
十
日

の
特
徴
で
あ

る
と
い
え
た
。
介
在
物
を
用
い
た
地
域
は
、
皿
と
す
り
鉢
に
大
別
さ
れ
た
。
皿
を

用
い
た
地
域
は
、
秋
田
県
、
山
形
県
、
宮
城
県
、
新
潟
県
下
越
地
方
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
宮
城
県
の
南
部
で
は
雑
器
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
皿
と
類
似
の
も
の

と
考
え
ら
れ
た
。
一
方
、
す
り
鉢
を
用
い
た
地
域
は
、
群
馬
県
や
栃
木
県
、
島
根

県
に
認
め
ら
れ
た
。
特
に
群
馬
県
は
、
す
り
鉢
を
用
い
る
地
域
が
複
数
存
在
し
て

い
た
。
そ
の
他
、
宮
城
県
牡
鹿
半
島
で
は
皿
で
は
な
く
枡
や
椀
が
用
い
ら
れ
て
い

た
。
ま
た
、
新
潟
県
で
は
、
山
形
県
に
隣
接
す
る
下
越
地
方
の
岩
船
地
域
に
お
い

て
は
皿
の
利
用
が
認
め
ら
れ
た
が
、
東
頸
城
丘
陵
と
魚
沼
丘
陵
付
近
の
地
域
で
は

二
十
日

の
実
施
地
域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
介
在
物
を
使
用
す
る
地
域
は
、

ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
地
域
の
一
例
を
事
例
五
に
示
す
。

【
事
例
五
】　

二
十
日
朝
食
前
に

を
す
え
る
。
夏
土
用
に
採
っ
て
、
乾
燥
し
保
存

介在物の種類別分布図

すり鉢
小鉢・養蚕火鉢
木鉢
皿
雑器
焙烙
皿とゆずり葉
皿と大根
昆布
大根
椀
枡
松
棒
ゆずり葉
椿の葉
味噌

図 3　介在物の種類別分布図

の
年
中
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し
て
お
い
た
モ
グ
サ
（
手
で
持
つ
の
で
大
き
く
す
る
）
に
火
を
つ
け
自
在

・
主

人
家
の
人
々
、
囲
炉
裏
隅
、
敷
居
と
い
う
順
で

を
す
え
て
呪
い
と
す
る
。
悪

魔
、
病
気
除
け
の
た
め
に
す
る
。

新
潟
県
東
頸
城
郡
松
之
山
町
松
里
（
現　

十
日
町
市
松
之
山
天
水
島
付
近
）

　

事
例
五
で
は
、
介
在
物
を
用
い
て
は
い
な
い
が
、
艾
球
を
大
き
く
し
て
直
接
皮

膚
上
に
熱
が
伝
わ
る
の
を
避
け
た
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
同
様
の
事
例
は
、

新
潟
県
中
魚
沼
郡
津
南
町
で
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
介
在
物
こ
そ

用
い
て
は
い
な
い
が
、
艾
球
を
大
き
く
す
る
こ
と
で
直
接
熱
が
身
体
に
伝
わ
ら
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
点
で
介
在
物
を
用
い
た
方
法
と
類
似
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
た
。
一
方
で
、
同
じ
新
潟
県
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
次
の
記
述
も
認
め
ら
れ

た
。

【
事
例
六
】　

こ
の
ハ
ツ
カ
正
月
は
、
別
に
キ
ュ
ウ
正
月
と
も
い
わ
れ
、
大
谷
地
で

は
初

を
す
え
る
と
し
た
。
曲
谷
で
は
、
ワ
ン
に
は
い
っ
た
ア
ズ
キ
＝
ガ
ユ
の
ダ

ン
ゴ
の
数
だ
け

を
た
て
ね
ば
な
ら
ぬ
と
も
い
っ
た
。
こ
の
日
、
足
や
手
に

を

す
え
る
と
、
一
年
中
の
仕
事
が
楽
に
で
き
る
と
あ
る
。　

新
潟
県
三
条
市
大
谷
地

　

事
例
六
で
は
、
ダ
ン
ゴ
の
数
だ
け
何
壮
も

を
す
え
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
足

や
手
に
す
え
て
い
た
こ
と
を
か
ら
、
直
接
皮
膚
上
に
艾
を
置
き
、
火
を
つ
け
る
方

法
が
取
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
新
潟
県
以
外
で
も
東
京
都
御
蔵
島
で

は
左
右
の
手
の
親
指
と
人
差
指
と
の
間
、
石
川
県
金
沢
市
菊
水
町
で
は
肩
や
足
、

盆
の
窪
と
具
体
的
な
部
位
が
示
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
。
ま
た
、
茨
城
県
や
千
葉

県
、
愛
媛
県
の
二
十
日

分
布
地
域
に
お
い
て
も
介
在
物
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て

い
な
い
地
域
が
あ
り
直
接
的
な

が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
た
。

　

一
方
で
、
二
日

実
施
地
域
で
介
在
物
を
使
用
す
る
の
は
、
事
例
三
に
示
し
た

島
根
県
簸
川
郡
佐
田
町
と
次
に
示
す
島
根
県
那
賀
郡
弥
栄
村
大
字
長
安
本
郷
の
二

地
区
の
み
で
あ
っ
た
。

【
事
例
七
】　

二
月
一
日
。
翌
二
日
を
ヤ
イ
ト
正
月
と
い
い
、
昔
は
摺
鉢
を
か
ぶ
っ

て
上
か
ら

を
す
え
た
。

島
根
県
那
賀
郡
弥
栄
村
大
字
長
安
本
郷
（
現　

浜
田
市
弥
栄
町
長
安
本
郷
）

　

事
例
七
は
二
日

の
も
の
で
あ
る
が
、
八
束
郡
美
保
関
町
大
字
雲
津
（
現 

松

江
市
美
保
関
町
雲
津
）
や
仁
多
町
高
田
（
現 

仁
多
郡
奥
出
雲
町
高
田
）
で
は
二

十
日

の
際
に
す
り
鉢
を
被
っ
て
い
た
。
島
根
県
は
、
二
十
日

と
二
日

の
混

在
地
域
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
事
例
三
と
事
例
七
の
両
地
域
は
実
施
日
こ
そ
二
月
二

日
と
な
っ
て
い
る
が
、
行
事
の
際
に
介
在
物
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
以
前

は
一
月
二
〇
日
に
行
わ
れ
て
い
た
も
の
が
二
月
二
日
に
移
行
し
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
た
。

（
二
）　

家
屋
空
間
へ
の
施

　

事
例
一
と
事
例
二
に
示
す
よ
う
に
、
行
事
の
際
に
囲
炉
裏
や
敷
居
・
戸
口
に
施

を
す
る
地
域
が
認
め
ら
れ
た
。
図
4
は
、
家
屋
空
間
に
施

を
行
う
地
域
と
そ

の
内
容
の
分
布
図
で
あ
る
。
家
屋
空
間
へ
の
施

は
、
秋
田
県
、
山
形
県
、
宮
城
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県
、
新
潟
県
、
鳥
取
県
、
島
根
県
で
認
め
ら
れ
た
。
二
十
日

と
二
日

別
に
み

る
と
二
十
日

実
施
地
域
で
は
三
三
・
九
％
で
家
屋
空
間
へ
の
施

行
為
が
認
め

ら
れ
た
が
、
二
日

実
施
地
域
に
は
、
一
事
例
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
十
日

に
つ
い
て
都
府
県
別
に
み
る
と
、
秋
田
県
が
九
四
・
一
％
、
山
形
県
が
三
七
・

五
％
、
宮
城
県
が
二
八
・
五
％
、
新
潟
県
が
五
四
・
〇
％
、
鳥
取
県
が
三
三
・

三
％
、
島
根
県
が
一
二
・
五
％
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
家
屋
空
間
に
施

を
行

う
地
域
の
う
ち
、
囲
炉
裏
や
自
在
鉤
に
施

行
為
を
す
る
地
域
は
、
四
七
・
一
％

で
あ
り
、
敷
居
・
戸
口
に
施

行
為
を
す
る
地
域
は
七
八
・
五
％
で
あ
っ
た
。

（
三
）　

二
十
日

と
二
日

の
施

行
為
の
地
域
差
異

　

行
事
の
際
に
介
在
物
を
使
用
し
、
か
つ
家
屋
空
間
へ
の
施

行
為
を
行
う
地
域

は
、
二
四
・
〇
％
で
あ
っ
た
。
秋
田
県
と
山
形
県
、
宮
城
県
、
新
潟
県
下
越
地
方

の
岩
船
地
域
を
中
心
に
介
在
物
の
皿
の
使
用
と
家
屋
空
間
へ
の
施

行
為
の
両
方

が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
島
根
県
の
仁
多
郡
で
は
、
介
在
物
に
す
り
鉢
を
用
い
た

類
似
の
方
法
が
認
め
ら
れ
た
。

　

新
潟
県
の
中
越
地
方
は
介
在
物
の
使
用
は
認
め
な
い
が
、
家
屋
空
間
へ
の
施

行
為
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
群
馬
県
や
栃
木
県
で
は
、
介
在
物
が
使
用
さ
れ
る
点

で
は
東
北
地
方
の
二
十
日

と
類
似
の
性
質
を
有
す
る
が
、
家
屋
空
間
へ
の
施

行
為
は
認
め
な
い
。
そ
の
他
の
二
十
日

実
施
地
域
で
は
、
介
在
物
の
使
用
も
家

屋
空
間
へ
の
施

行
為
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
二
十
日

で
あ

っ
て
も
、
地
域
に
よ
っ
て
差
異
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

　

一
方
、
二
日

実
施
地
域
を
確
認
す
る
と
介
在
物
の
使
用
は
島
根
県
の
二
地
域

の
み
で
あ
り
、
家
屋
空
間
に
対
す
る
行
為
は
一
地
域
も
認
め
ら
れ
な
い
。
二
日

家屋空間への施灸の種類別分布図

神仏
神仏、敷居・戸口
神仏、囲炉裏・自在鉤
神仏、囲炉裏・自在鉤、敷居・戸口

囲炉裏・自在鉤、敷居・戸口
敷居・戸口、屋根
囲炉裏・自在鉤、藁打石

藁打石、馬小屋
敷居・戸口、馬小屋
藁打石
流し

囲炉裏・自在鉤、敷居・戸口、藁打石
馬小屋

囲炉裏・自在鉤
敷居・戸口

図 4　家屋空間への施 の種類別分布図

の
年
中
行
事
の
分
布
と
地
域
差
（
舟
木
宏
直
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の
内
容
を
み
る
と
、
岡
山
県
美
甘
村
河
田
（
現　

真
庭
市
美
甘
）
で
は
、「
大
人

は
サ
ン
リ
、
子
供
は
チ
リ
ケ
」
と
具
体
的
な
施

部
位
が
記
録
さ
れ
て
い
た
。
東

京
都
西
多
摩
郡
奥
多
摩
町
川
井
で
は
「
足
が
達
者
で
あ
る
よ
う
に
と
、
こ
の
日
三

里
の

を
す
え
」
て
い
た
。
ま
た
、
事
例
四
の
今
治
市
吉
海
町
津
島
で
は
、「
肩

二
点
、
腰
一
点
」
と
さ
れ
て
い
た
。
高
知
県
香
美
市
香
北
町
で
は
「
子
ど
も
に
も

泣
く
の
を
お
さ
え
つ
け
て
す
え
る
風
が
あ
っ
た
」
と
あ
っ
た
。
具
体
的
な
経
穴
の

記
録
が
あ
る
こ
と
や
子
供
が
泣
い
て
い
る
情
景
か
ら
、
二
日

で
は
直
接
皮
膚
を

焼
く
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。

第
四
章　

の
年
中
行
事
の
地
域
的
特
徴

（
一
）　

二
十
日

と
二
日

の
東
西
対
立
構
造
的
分
布
と
遠
方
の
一
致

　

こ
れ
ま
で
の
民
俗
地
図
に
よ
る
分
析
の
結
果
、

の
行
事
は
、
青
森
県
か
ら
鹿

児
島
県
の
島
嶼
部
ま
で
広
く
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
行
事
の
日
程

を
期
日
別
に
み
る
と
、
東
日
本
で
は
一
月
二
〇
日
が
採
用
さ
れ
、
西
日
本
で
は
二

月
二
日
、
ま
た
は
二
月
と
八
月
の
二
日
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

日
本
列
島
上
に
お
け
る

の
行
事
日
の
分
布
は
、
大
き
く
二
分
し
て
い
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
二
十
日

と
二
日

の
分
布
境
界
は
、
関
東
地
方
で

は
利
根
川
流
域
と
な
り
、
中
部
地
方
で
は
太
平
洋
沿
岸
地
域
と
内
陸
部
の
間
、
中

部
地
方
の
日
本
海
沿
岸
部
で
は
石
川
県
と
福
井
県
の
間
に
境
界
が
認
め
ら
れ
、
こ

の
境
界
を
隔
て
て
二
十
日

と
二
日

の
分
布
は
明
確
に
分
か
れ
て
い
た
。
そ
の

た
め
、
両
行
事
は
、
こ
の
境
界
を
隔
て
た
東
西
対
立
構
造
を
呈
す
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。

　

期
日
別
分
布
図
か
ら
、
二
十
日

は
、
分
布
の
中
心
地
で
あ
る
東
北
地
方
か
ら

離
れ
た
、
鳥
取
県
西
部
と
島
根
県
東
部
、
愛
媛
県
南
予
地
方
、
東
京
都
や
鹿
児
島

県
の
島
嶼
部
に
お
い
て
も
分
布
が
認
め
ら
れ
た
。
二
日

に
つ
い
て
は
、
佐
渡
ヶ

島
へ
の
分
布
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
両
行
事
と
も
に
「
遠
く
の
一
致
」
が

指
摘
さ
れ
た
。
二
十
日

が
分
布
す
る
愛
媛
県
南
予
地
方
は
、
慶
長
十
九
年
（
一

六
一
四
）
に
仙
台
藩
主
伊
達
政
宗
の
庶
子
で
あ
る
秀
宗
が
徳
川
秀
忠
か
ら
伊
予
宇

和
島
藩
一
〇
万
石
を
与
え
ら
れ
、
翌
二
〇
年
（
一
六
一
五
）
に
宇
和
島
城
へ
入
城

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
南
予
地
方
の
文
化
に
は
、
東
北
地
方
の
影
響
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
南
予
地
方
の
二
十
日

の
分
布
も
同
様
に
東
北
地

方
と
の
交
流
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
一
方
、
二
日

は
、
隠
岐
諸
島
や
佐
渡
ヶ
島
に
分
布
が
認
め
ら
れ
た
。
隠
岐
諸
島
や
佐
渡
ヶ
島

は
、
北
前
船
の
沖
乗
り
航
路
の
主
要
な
寄
港
地
で
あ
っ
た
。
十
三
湖
畔
や
気
仙
沼

地
方
に
も
二
日

が
分
布
し
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
北
前
船
の
寄
港
地
で
あ
る
。

特
に
隠
岐
諸
島
と
佐
渡
ヶ
島
は
、
沖
乗
り
航
路
の
主
要
な
寄
港
地
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
西
日
本
か
ら
離
れ
た
地
域
に
存
在
す
る
二
日

は
、
海
運
に
よ
る
文
化
伝

播
の
影
響
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
東
北
地

方
か
ら
離
れ
た
西
日
本
沿
岸
部
に
認
め
ら
れ
た
二
十
日

も
ま
た
、
地
乗
り
航
路

の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

（
二
）　

二
日

の
分
布
と
周
圏
構
造

　

二
日

の
分
布
を
確
認
す
る
と
多
く
の
地
域
で
、
二
月
二
日
単
日
実
施
が
採
用

さ
れ
て
い
た
が
、
瀬
戸
内
周
辺
と
九
州
地
方
北
部
で
は
、
二
月
と
八
月
の
二
日
の

両
日
実
施
地
域
が
認
め
ら
れ
、
分
布
状
況
か
ら
単
日
実
施
地
域
が
周
縁
に
、
両
日

実
施
地
域
が
中
心
に
分
布
す
る
周
圏
構
造
を
呈
し
て
い
た
。
柳
田
は
「
遠
方
の
一

(
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致
」
を
手
掛
か
り
に
周
圏
構
造
を
見
出
し
、
地
域
差
を
時
間
差
に
読
み
替
え
る
理

論
と
し
て
周
圏
論
を
打
ち
立
て
て
い
る
。
柳
田
の
周
圏
論
に
お
い
て
は
、
古
い
も

の
が
周
縁
に
、
新
し
い
も
の
が
中
央
に
分
布
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
二

日

の
期
日
別
分
布
に
周
圏
構
造
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
単
日
実
施
が
先
に

広
が
り
、
両
日
実
施
が
後
に
普
及
し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

　

こ
れ
ま
で
二
日

の
日
程
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
①
社
日
説
、
②
天

説
、
③

奉
公
人
の
出
替
り
日
説
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
①
社
日
説
は
、『
年
中
故
事
』
に

「
昔
は
二
・
八
月
の
社
日
に
用
ひ
し
と
云
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る

が
、
期
日
別
分
布
か
ら
社
日
に
行
事
を
行
っ
て
い
る
地
域
が
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
②
天

説
は
、『
日
次
紀
事
』
に
よ
る
と
中
華
の
書
に
八
月
一
日
に
天

を
行
う
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
誤
っ
て
八
月
二
日
に
し
た
と
の
記
載
に

由
来
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
八
月
二
日
に
行
事
を
行
っ
て
い
る
地
域
は
、
二
月

二
日
と
の
両
日
実
施
を
併
せ
て
も
四
十
一
地
域
し
か
な
く
、
期
日
別
分
布
の
多
く

が
二
月
二
日
単
日
実
施
と
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
十
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
出

来
て
い
な
い
。
③
奉
公
人
の
出
替
り
説
に
つ
い
て
は
、『
日
次
紀
事
』
の
二
月
二

日
の
項
目
に
「
二
日
也
伊
登
」
と
「
奴
僕
出
易
」
が
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。

　

奉
公
人
の
出
替
り
日
は
、
近
世
初
期
に
は
、
二
月
二
日
を
出
替
り
日
と
し
た
一

季
奉
公
人
が
主
流
で
あ
り
、
そ
の
後
、
半
季
奉
公
人
へ
と
移
り
変
わ
る
際
に
出
替

り
日
が
二
月
と
八
月
の
二
日
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
日

の
二
月
二
日
単
日

実
施
か
ら
二
月
と
八
月
両
日
実
施
地
域
の
広
が
り
と
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
ま
ず

一
季
奉
公
人
と
と
も
に
二
月
二
日
単
日
の
二
日

が
西
日
本
に
広
が
り
、
そ
の
後

半
季
奉
公
人
の
出
替
り
日
が
定
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
二
月
と
八
月
の
二
日
に
二

日

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
、
近
畿
地
方
か
ら

近
い
瀬
戸
内
周
辺
に
は
二
月
と
八
月
の
二
日
の
実
施
が
分
布
し
て
い
た
も
の
と
考

え
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
表
1
か
ら
九
州
地
方
の

の
行
事
の
実
施
日
に
注
目
す
る
と
、
二
月
二

日
や
八
月
二
日
以
外
に
三
月
四
日
や
三
月
五
日
と
い
っ
た
日
程
が
確
認
で
き
る
。

一
季
奉
公
人
の
出
替
り
日
は
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
に
三
月
五
日
と
定
め
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
半
季
奉
公
人
は
、
三
月
五
日
と
九
月
五
日
で
あ
っ
た
が
、
元

禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
三
月
五
日
と
九
月
一
〇
日
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
山
口

県
や
福
岡
県
、
大
分
県
に
は
、
行
事
日
を
三
月
四
日
や
五
日
と
し
て
い
る
地
域
が

存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、
奉
公
人
の
出
替
り
日
と
関
係
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

た
。

第
五
章　

両
行
事
の
性
質
に
つ
い
て

　

民
俗
事
象
に
み
ら
れ
る
医
療
的
行
為
は
「
治
療
医
学
的
民
俗
医
療
」
と
「
予
防

医
学
的
民
俗
医
療
」
に
分
類
さ
れ
、
医
療
的
年
中
行
事
は
「
予
防
医
学
的
民
俗
医

療
」
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
二
十
日

と
二
日

の
両
行
事
も
ま
た
、
こ
の

「
予
防
医
学
的
民
俗
医
療
」
に
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
事
の
性
質

は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

（
一
）　

二
十
日

の
性
質

　

二
十
日

に
は
、
介
在
物
の
使
用
や
家
屋
空
間
の
施

行
為
が
認
め
ら
れ
た
。

介
在
物
を
使
用
し
て
い
る
地
域
で
は
、
皿
や
す
り
鉢
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
介
在

物
の
使
用
に
は
、

の
熱
緩
和
の
意
味
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
宮
城
県
牡
鹿

(
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郡
女
川
町
や
秋
田
県
仙
北
郡
西
木
村
鎌
足
な
ど
で
は
、
熱
よ
り
も
煙
を
ま
と
わ
せ

る
こ
と
を
重
要
視
す
る
地
域
も
認
め
ら
れ
た
。
筆
者
が
二
〇
一
九
年
に
山
形
県
に

て
行
っ
た
調
査
の
際
も
、
艾
を
燃
焼
さ
せ
て
い
る
皿
は
、
身
体
に
は
触
れ
ず
、
煙

を
身
体
に
ま
と
わ
せ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
介
在
物
を
用
い
た
地
域
で
は
、

の
熱
よ
り
も
煙
の
方
が
行
事
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら

れ
た
。

　

家
屋
空
間
へ
の
施

は
、
主
に
囲
炉
裏
や
自
在
鉤
と
敷
居
や
戸
口
に
対
し
て
行

わ
れ
て
い
た
。
自
在
鉤
へ
の
施

行
為
に
つ
い
て
、
山
形
県
の
調
査
で
は
、
一
年

中
休
む
こ
と
が
な
い
自
在
鉤
へ
の
労
い
の
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
囲
炉
裏

の
自
在
鉤
は
、
イ
エ
の
繁
栄
を
象
徴
す
る
火
の
神
の
依
代
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
二
十
日

の
際
に
囲
炉
裏
や
自
在
鉤
に
施

す
る
行
為
は
、

こ
の
火
の
神
に
対
し
て
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
敷
居
や

戸
口
は
、
家
の
内
外
の
境
界
で
あ
り
、
邪
の
侵
入
経
路
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
二
十
日

は
神
へ
の
労
い
や
邪
の
侵
入
経
路
に
対
す

る
防
衛
策
と
し
て
の
機
能
を
有
し
た
呪
術
的
な
要
素
の
強
い
行
事
で
あ
る
こ
と
が

指
摘
で
き
た
。

　

ま
た
、
群
馬
県
や
栃
木
県
に
お
い
て
は
、
介
在
物
の
使
用
は
認
め
ら
れ
る
が
、

家
屋
空
間
へ
の
施

行
為
は
な
い
。
一
方
で
、
こ
の
地
域
で
は
、
神
仏
へ
の
施

行
為
が
み
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
行
事
を
歳
棚
の
下
で
行
う
地
域
も
認
め
ら
れ

た
。
火
の
神
と
歳
徳
神
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
民
俗
神
に
対
す
る
行

為
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
の
二
十

日

は
、
元
々
は
囲
炉
裏
や
自
在
鉤
に
宿
る
神
に
対
す
る
儀
礼
で
あ
っ
た
も
の

が
、
囲
炉
裏
の
衰
退
に
伴
い
歳
徳
神
に
対
す
る
行
為
に
変
化
し
、
民
俗
神
の
概
念

が
薄
れ
た
地
域
で
は
、
家
屋
空
間
へ
の
施

が
衰
退
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
。

　

二
十
日

分
布
域
に
は
、
一
月
二
〇
日
に
「
ヨ
ガ
ユ
ブ
シ
」
や
「
松
葉
燻
し
」

と
い
っ
た
行
事
を
行
う
地
域
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
囲
炉
裏
で
青
松
葉
を
燻
す
行

事
で
あ
る
が
、
魔
や
厄
病
を
祓
う
や
、
福
の
神
が
来
る
と
の
伝
承
が
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、

こ
そ
使
用
し
て
い
な
い
が
二
十
日

の
類
似
の
行
事
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
今
後
は
、
二
十
日

と
こ
れ
ら
の
行
事
の
比
較
検
討
を
行
う
こ
と
も
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。

（
二
）　

二
日

の
性
質

　

二
日

に
は
、
介
在
物
の
使
用
や
家
屋
空
間
へ
の
施

が
ほ
と
ん
ど
の
地
域
に

認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
江
戸
時
代
の
養
生
書
で
あ
る
貝
原
益
軒
の
『
養
生
訓
』
に

は
、
毎
年
二
月
と
八
月
に
は

を
す
え
て
養
生
を
す
る
必
要
性
が
説
か
れ
て
い

る
。
ま
た
、
南
宋
の
周
守
忠
が
編
纂
し
た
『
養
生
月
覧
』
に
は
、
二
月
上
旬
に

を
す
え
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
養
生
文
化
は
、
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
特
に
中
国
か
ら
の
文
化
の
流
入
は
近
畿
地
方
を
中
心
に
行
わ
れ
た

た
め
、
西
日
本
に
は
、
養
生
的
な

の
行
事
が
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
出
替
り
日
が
定
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
行
事
日
程
が
固
定
さ
れ
、

二
日

と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
こ
と
か
ら
、
呪
術
的
な
要

素
が
強
い
二
十
日

に
対
し
、
二
日

は
、
養
生
的
な
意
味
合
い
が
強
い

の
行

事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
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結
び
に
代
え
て

　

民
俗
学
で
は
、
柳
田
以
後
二
日

が
全
国
に
分
布
し
て
い
る
と
の
偏
っ
た
認
識

が
な
さ
れ
、
か
つ
、
二
十
日

と
二
日

は
実
施
日
が
近
い
こ
と
か
ら
同
質
的
に

扱
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
改
め
て
期
日
別
分
布
を
調
査
し
た
結
果
、
東
日
本
に

は
一
月
二
〇
日
に
実
施
さ
れ
る
二
十
日

が
、
西
日
本
に
は
二
月
二
日
や
二
月
と

八
月
の
二
日
に
実
施
さ
れ
る
二
日

が
認
め
ら
れ
、
両
行
事
の
分
布
は
、
東
西
対

立
構
造
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
方
の
行

事
が
他
方
に
変
化
し
た
可
能
性
は
低
く
、
両
行
事
が
異
な
る
起
源
を
も
つ
行
事
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

二
日

に
注
目
す
る
と
二
月
二
日
単
日
実
施
地
域
と
二
月
と
八
月
の
両
日
実
施

地
域
の
間
に
は
、
周
圏
構
造
的
分
布
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
二
日

は
、
二

月
二
日
の
実
施
が
普
及
し
た
後
に
二
月
と
八
月
の
両
日
実
施
が
広
ま
っ
た
と
考
え

ら
れ
、
地
域
的
差
異
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
奉
公
人
の
出
替
り
日
が
規
定
さ
れ
た

こ
と
の
影
響
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

　

東
北
地
方
か
ら
新
潟
県
、
関
東
地
方
北
部
を
中
心
に
分
布
す
る
二
十
日

は
、

介
在
物
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

の
熱
刺
激
を
人
体
に
与
え
る
こ
と
よ
り

も
、
燃
焼
時
の
煙
の
方
が
行
事
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
家
屋
空
間
に
対
す
る
施

は
、
屋
敷
神
や
歳
徳
神
と
い
っ
た
民
俗
神

や
、
家
屋
内
外
の
境
界
に
対
す
る
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
呪
術
的
要

素
を
含
ん
だ
行
事
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
一
方
、
二
日

は
、
直
接
皮
膚

上
に
熱
刺
激
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
奉
公
人
の
出
替
り
日
と
の
関
係
や
養
生

書
に
近
似
の
日
程
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
養
生
的
な
要
素
を
含
ん
だ
行
事
で

あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
十
日

と
二
日

は
、
実
施
日
こ
そ
近
い
が
、
そ
の
分

布
や
方
法
か
ら
、
異
な
る
起
源
を
有
す
る
異
質
な
行
事
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

た
。

〔
注
〕

山
形
県
教
育
委
員
会
文
化
課
編
（
一
九
八
〇
）『
山
形
県
民
俗
地
図
』
山
形
県
教

育
委
員
会
、
一
二
八
、
一
二
九
頁
。

以
下
、『
歳
時
習
俗
語
彙
』
は
、
柳
田
国
男
編
〔
一
九
三
九
〕『
歳
時
習
俗
語
彙
』

民
間
伝
承
の
会
、
三
七
一
〜
三
七
三
頁
を
参
照
。

高
橋
永
寿
は
、「
日
本
各
地
に
伝
わ
る
二
日

（
二
十
日

）」
と
題
し
た
論
文
を

『
医
道
の
日
本
』
第
六
五
七
号
か
ら
七
〇
二
号
（
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
二
年
）
に

計
九
回
に
渡
っ
て
投
稿
し
て
い
る
。

宮
田
登
、
萩
原
秀
三
郎
〔
一
九
八
〇
〕『
催
事
百
話
』
ぎ
ょ
う
せ
い
。

祝
宮
静
ほ
か
〔
一
九
七
九
〕『
日
本
民
俗
文
化
財
事
典
』
第
一
法
規
出
版
、
三
三

七
頁
。

加
藤
友
康
ほ
か
〔
二
〇
〇
九
〕『
年
中
行
事
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
堂
、
六
一
〇
頁
。

福
田
ア
ジ
オ
ほ
か
〔
一
九
九
九
〕『
日
本
民
俗
大
辞
典　

上
』
吉
川
弘
文
堂
、
四

八
一
頁
。

群
馬
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
〔
一
九
八
〇
〕『
群
馬
県
史 

資
料
編 27

』
群
馬

県
、
二
五
七
、
二
五
八
頁
。

西
角
井
正
慶
編
〔
一
九
五
八
〕『
年
中
行
事
辞
典
』
東
京
堂
、
六
三
五
、
六
三
六

頁
。

長
沢
利
明
〔
一
九
九
四
〕「
土
用
の

」『
西
郊
民
俗
』
一
四
六
号
、
五
〜
十
二

頁
。

『
歳
時
習
俗
語
彙
』
に
よ
る
と
、
津
軽
十
三
湖
畔
で
は
八
月
二
日
に
「
フ
ツ
カ
キ

ウ
」
が
行
わ
れ
て
い
た
。

陸
前
高
田
市
で
は
、
二
月
二
日
単
日
の
二
日

が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
隣
接

す
る
気
仙
沼
地
方
で
は
、
二
月
一
日
か
ら
三
日
の
間
に

の
行
事
が
行
わ
れ
て
い
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る
。
陸
前
高
田
市
史
編
纂
委
員
会
〔
一
九
九
一
〕『
陸
前
高
田
市
史　

第
五
巻　

民
俗
編
（
上
）』
陸
前
高
田
市
、
四
八
三
、
四
八
四
頁
。

柏
市
教
育
委
員
会
〔
一
九
八
四
〕『
千
葉
県
柏
市
民
俗
資
料
（
増
補
）』
柏
市
教
育

委
員
会
、
一
〇
頁
。

南
関
東
地
方
の
資
料
は
少
な
い
が
、「
江
府
年
行
事
」
に
二
日

の
記
録
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
近
世
江
戸
で
は
、
二
日

が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
が
、
近
代
化
に
伴

い
衰
退
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

静
岡
県
に
お
け
る
二
日

の
資
料
に
は
、
次
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
二
月
二
日

単
日
の
実
施
で
あ
る
。
竹
折
直
吉
〔
一
九
七
二
〕『
日
本
の
民
俗
22　

静
岡
』
第

一
法
規
、
二
一
五
頁
。
安
倍
郡
時
報
社
〔
一
九
一
四
〕『
静
岡
県
安
倍
郡
誌
』
安

倍
郡
時
報
社
、
九
二
四
頁
。

大
森
義
〔
一
九
五
二
〕『
甲
州
年
中
行
事　

甲
斐
民
俗
叢
書
（
一
）』
山
梨
民
俗
の

会
、
六
三
頁
。

こ
の
度
の
調
査
で
は
、
近
畿
の
都
市
部
に
行
事
の
記
録
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

黒
川
道
祐
が
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
著
し
た
『
日
次
紀
事
』
に
「
二
日
也
伊

登
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て
は
京
都
の
中
心
部
で
も
二
日

が
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

大
阪
府
教
育
委
員
会
〔
一
九
六
八
〕「
大
阪
府
の
民
俗
資
料
」『
日
本
民
俗
調
査
報

告
書
集
成　

近
畿
の
民
俗　

大
阪
府
編
』
三
一
書
房
、
一
一
一
九
頁

愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
〔
一
九
八
四
〕『
愛
媛
県
史 

民
俗 

下
』
愛
媛
県
、

四
八
一
頁
。

徳
島
県
美
馬
郡
脇
町
（
現　

美
馬
市
脇
町
）
は
、
二
月
と
八
月
の
両
日
と
し
て
計

上
し
て
い
る
が
、『
脇
町
誌
』
に
よ
る
と
明
治
の
頃
は
、
二
月
二
日
単
日
の
記
載

と
な
っ
て
い
る
（
笠
井
藍
水
編
〔
一
九
六
一
〕『
脇
町
誌
』
脇
町
誌
編
集
委
員

会
、
五
七
七
頁
）。
一
方
で
藍
作
の
奉
公
人
か
ら
の
聞
き
書
き
で
は
、
八
月
二
日

単
日
が
「

休
み
」
と
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
（
市
原
輝
士
〔
一
九
九
五
〕

「
う
だ
ち
の
町
並
み　

脇
町
を
訪
ね
て
」『
四
国
民
俗
』
二
十
八
号
、
一
〜
三

頁
）。
そ
の
た
め
、
両
資
料
を
併
せ
て
両
日
実
施
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
脇
町
と

同
様
に
八
月
二
日
単
日
の
記
録
の
地
域
で
も
、
か
つ
て
は
二
月
二
日
と
両
日
実
施

で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

昭
和
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
編
〔
一
九
八
六
〕『
昭
和
町
誌
』
昭
和
町
、
五
三
三
頁
。

新
潟
県
教
育
委
員
会
〔
一
九
七
九
〕『
北
魚
沼
』
新
潟
県
教
育
委
員
会
、
二
一
三

頁
。

佐
田
町
教
育
委
員
会
〔
一
九
七
六
〕『
佐
田
町
史
』
佐
田
町
教
育
委
員
会
、
七
〇

六
頁
。

前
掲
（
19
）
四
八
五
頁
。

新
潟
県
教
育
委
員
会
〔
一
九
八
二
〕『
越
佐
の
小
正
月
行
事　

越
後
・
佐
渡
の
農

耕
儀
礼
調
査
報
告
書
Ⅰ
』
新
潟
県
教
育
委
員
会
、
一
四
九
、
一
五
〇
頁
。

新
潟
県
教
育
委
員
会
〔
一
九
七
三
〕『
嵐
北 

文
化
財
総
合
調
査
報
告
』
新
潟
県
教

育
委
員
会
、
二
二
八
頁
。

山
陰
民
俗
学
会
編
〔
一
九
六
三
〕『
島
根
県
下
30
地
区
の
民
俗
」
山
陰
民
俗
学

会
、
一
四
七
頁
。

島
根
県
の
各
事
例
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
料
を
参
照
。
前
掲
（
27
）
一
六
三
頁
。

北
九
州
大
学
民
俗
研
究
会
〔
一
九
八
一
〕『
仁
多
町
民
俗
調
査
』
北
九
州
大
学
民

俗
研
究
会
、
九
四
頁
。

和
歌
森
太
郎
〔
一
九
六
三
〕『
美
作
の
民
俗
』
吉
川
弘
文
館
、
三
〇
三
、
三
〇
四

頁
。

奥
多
摩
町
誌
編
纂
委
員
会
編
〔
一
九
八
五
〕『
奥
多
摩
町
誌　

民
俗
編
』
奥
多
摩

町
、
一
二
九
、
一
三
〇
頁
。

香
北
町
教
育
委
員
会
〔
一
九
六
八
〕『
香
北
町
史
』
香
北
町
教
育
委
員
会
、
五
六

四
、
五
六
五
頁
。

南
予
地
方
の
鹿
踊
は
、
東
北
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
江
戸
時

代
に
宇
和
島
藩
に
伝
わ
っ
た
鹿
踊
り
に
つ
い
て
は
、
仙
台
藩
の
八
幡
市
の
獅
子
踊

と
そ
の
歌
詞
や
帆
幕
の
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
高
知
県
の
鵜
来
島
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
ま
で
は
宇
和
島
藩
領
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
南
予
地
方
と
文
化
的
な
類
似
が
認
め
ら
れ
る
。
大
本
敬
久
〔
二

〇
〇
一
〕「
愛
媛
の
祭
礼
風
流
誌
」『
愛
媛
県
歴
史
文
化
博
物
館　

研
究
紀
要
』
六

号
、
一
四
〜
四
六
頁
。

三
隅
治
雄
〔
二
〇
二
一
〕『
北
前
船
が
運
ん
だ
民
謡
文
化
』
第
三
文
明
社
。

玉
田
永
教
〔
一
八
〇
〇
〕「
年
中
故
事
」
国
書
刊
行
会
編
〔
一
九
一
六
〕『
民
間
風
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(
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佛
教
大
学
大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
篇　

第
五
十
二
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）

七
三



俗
年
中
行
事
』
国
書
刊
行
会
、
五
二
四
頁
。

丹
野
勲
（
二
〇
一
二
）『
日
本
的
労
働
制
度
の
歴
史
と
戦
略
』
泉
文
堂

根
岸
謙
之
助
〔
一
九
九
一
〕『
医
療
民
俗
学
論
』
雄
山
閣
。

宮
城
県
牡
鹿
郡
女
川
町
で
は
、
枡
の
中
に
艾
を
入
れ
、
そ
れ
に
火
を
つ
け
て
頭
に

の
せ
、
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
、
煙
が
体
中
に
ま
わ
る
よ
う
に
し
て
行
っ
て
い
る

（
伊
達
大
喜
〔
一
九
八
三
〕「
陸
前
江
島
の
年
中
行
事
」『
あ
し
な
か
』
第
一
八
一

号
、
山
村
民
俗
の
会
、
一
五
、
一
六
頁
）。
ま
た
、
秋
田
県
仙
北
郡
西
木
村
鎌
足

で
は
皿
の
上
に
ゆ
ず
り
葉
を
置
き
、
そ
の
上
で
艾
を
燃
焼
さ
せ
、
皿
を
頭
か
ら
全

身
に
動
か
し
な
が
ら
、
そ
の
煙
を
体
に
ぬ
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。（
東
京
女

子
大
学
文
学
部
史
学
科
編
〔
一
九
六
四
〕『
羽
後
桧
木
内
川
流
域
の
民
俗
』
東
京

女
子
大
学
史
学
科
郷
土
調
査
団
、
四
八
頁
）

詳
細
は
、
舟
木
〔
二
〇
一
九
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。
舟
木
宏
直
〔
二
〇
一
九
〕

「
山
形
県
に
お
け
る

の
年
中
行
事
の
調
査
報
告
」『
近
畿
民
俗
』
第
一
八
五
号
、

九
五
〜
一
〇
六
頁
。

前
掲
（
38
）
参
照
。

常
光
徹
〔
二
〇
一
九
〕『
魔
除
け
の
民
俗
学 

家
・
道
具
・
災
害
の
俗
信
』K

A
D
O
K
A
W
A

。

歳
棚
の
前
や
下
で
行
う
地
域
は
、
栃
木
県
足
利
市
上
渋
垂
（
現
佐
野
市
田
沼
町
）

や
埼
玉
県
深
谷
市
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
新
潟
県
南
魚
沼
市
市
野
江
乙
や
群
馬
県

伊
勢
崎
市
東
上
之
宮
町
で
は
歳
棚
を
下
ろ
す
前
に
、
行
事
を
行
っ
て
い
る
。
二
十

日

と
歳
棚
に
関
係
が
見
ら
れ
る
の
は
群
馬
県
周
辺
に
多
い
。

『
養
生
訓
』
に
は
、
脾
胃
虚
弱
な
者
に
対
す
る
養
生
と
し
て
「（
前
略
）
毎
年
二
八

月
に
天
枢
・
水
分
・
脾
兪
・
腰
眼
・
三
里
を

す
べ
し
。
京
門
・
章
門
・
も
か
は

る
が
は
る

す
べ
し
。
脾
の
兪
・
胃
の
兪
も
か
は
る
が
は
る

す
べ
し
。
天
枢
は

尤
し
る
し
あ
り
。
脾
胃
食
滞
り
や
す
き
ひ
と
は
毎
年
二
八
月

す
べ
し
。（
後

略
）」
と
の
記
載
が
あ
る
。（
貝
原
益
軒
著
、
石
川
謙
校
訂
〔
一
九
六
一
〕『
養
生

訓
・
和
俗
童
子
訓
』
岩
波
文
庫
、
一
七
一
、
一
七
二
頁
）

『
養
生
月
覧
』
は
、
守
屋
〔
一
九
六
三
〕
所
収
の
も
の
を
参
照
。
守
屋
美
都
雄

〔
一
九
三
六
〕『
中
国
古
歳
時
記
の
研
究
』
帝
国
書
院

（
ふ
な
き　

ひ
ろ
な
お　

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員
：
八
木　

透　

教
授
）

二
〇
二
三
年
十
月
二
日
受
理
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の
年
中
行
事
の
分
布
と
地
域
差
（
舟
木
宏
直
）

七
四


